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１ 公募の趣旨 

豊岡市（以下「市」という。）では、豊岡市老人福祉計画・第９期介護保険事

業計画（以下「本計画」という。）に基づき、介護保険事業の基盤整備を進めて

います。 

本公募は、本計画期間中に必要なサービス量を確保するとともに良質なサー

ビスを提供できる事業者を公平かつ公正に選定するため、地域密着型サービス

事業所（以下「事業所等」という。）を整備し指定地域密着型サービス事業者の

指定を受ける事業者（以下「指定候補事業者」という。）を募集するものです。 

 

２ 公募する地域密着型サービス事業所の事業種別、圏域及び事業所数 

事業種別 
小規模多機能型居宅介護（サテライト型含む） 

（１事業所あたり登録定員 29名（サテライト型は 18名）） 

圏域及び事業所数 
市内全域（１事業所）、城崎もしくは竹野圏域（１事業所） 

合計２事業所 

 

３ 応募資格及び要件 

 今回の公募に応募することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者と

します。 

⑴ 「豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例」（平成 24年豊岡

市条例第 59号）で定める者であること（ただし、法人については開設時にお

いて確実に設立されることが見込まれる場合を含みます。）。 

⑵ 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 78 条の２第４項各号及び第 115

条の 12第２項各号に該当する者でないこと。 

⑶ 豊岡市暴力団排除条例第２条第１号及び第２号に該当する者でないこと。 

⑷ 2027年３月 31日までに指定を受けることができる者であること。 

⑸ 後述する６応募手続⑶で指定する書類を準備できる者であること。 

 

４ 事業所等整備・開設準備に対する補助 

⑴ 補助金の活用を希望する指定候補事業者には、豊岡市地域介護拠点整備費

補助金（兵庫県地域介護拠点整備補助金を 100％財源とする補助金。以下「本

補助金」という。）により事業所等整備及び開設準備に要する費用の補助を

行う予定です。 

⑵ 本公募に係る指定候補事業者に選定されたことをもって、本補助金の交付

が約束されるものではありません。また、本補助金交付を受け事業所等を整

備した後に、本公募に係るサービスの事業者指定を受けることができなかっ

た場合には、補助金を返還していただくことになりますのでご注意ください。 
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⑶ 本補助金を受けて事業所等の整備を行う指定候補事業者は、次に掲げる条

件に従ってください。次の条件に反した場合には、本補助金の一部又は全部

の交付ができないか、既に支払っている場合は補助金の返還をしていただく

ことがあります。 

 ア 本補助金の交付決定を受けてから事業所等の整備に着手（入札の執行）

すること（土地の購入や補助対象経費として算入しない場合の設計は、交

付決定前に可能です。）。 

 イ 事業所等整備を行うために締結する契約は、指名競争入札に付する等市

が行う契約手続きの取扱いに準拠すること（具体的内容は、指定候補事業

者として選定された後に通知します。）。 

 ウ 本補助金を受けて整備した事業所その他の財産で 50 万円以上のものを

処分（転用、譲渡、交換、貸付、取壊及び廃棄をいう。）するときは、市

及び兵庫県の承認を受けること。また、当該整備事業所等は、少なくとも

10年以上本公募に係るサービスのために使用するとともに、その後におい

ても厚生労働省老健局の定める「老健局所管一般会計補助金等に係る承認

基準の特例」の別表に掲げる事業のために使用すること（譲渡、貸付等の

相手先においても同様）。 

⑷ 補助対象者は、事業所整備後に事業を運営する者(指定候補事業者)になり

ます。事業を行う建物が指定候補事業者の所有でない場合は、補助対象とし

ません（国が定める補助対象財産の処分制限期間耐用可能な既存建物を指定

候補事業者が購入する場合の購入費は補助対象とします。）。 

⑸ 現在の補助金の概要は次のとおりです。 

区分 補助限度額 補助対象経費 

事業所

等整備

補助金 

36,600千円 

ア 事業所等の整備に必要な工事費又は工事請負

費（同等と認められる委託費、分担金及び購入

費等を含む。） 

イ 工事事務費（設計監督料等工事施工に直接必

要な事務に要する費用であって、その内工事費

又は工事請負費の 2.6％以内の額） 

開設準

備補助

金 

小規模多機能型居宅介護 

 

8,226千円 

宿泊定員（９人）×914千円 

 

サテライト型 

5,484千円 

宿泊定員（６人）×914千円  

ア 事業所の開設前の６箇月間に必要な次の経費 

イ 看護及び介護職員を訓練等のために雇用する

経費 

ウ 開設のための普及啓発経費 

エ 職員募集に要する経費 

オ 開設に当っての周知及び広報に要する経費 

カ 開設時に必要となる備品等に係る経費（整備

補助の対象とした経費を除く。） 

キ その他開設の準備に必要な経費 
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 ※ 表に記載の補助額は、上限額です。補助対象経費の額が補助限度額を下回

る場合は、当該補助対象経費の額から千円未満を切り捨てた額が実際の補助

額となります。 

 ※ 土地の購入費や敷地の造成工事費等は補助対象となりません。 

 ※ 他の事業所等と併設又は一体的に整備を行う場合は、本公募対象事業所部

分に係る整備費のみが補助対象となります（各整備費が明確に区分できない

場合は、面積等により按分してください。）。 

 ※ 本補助金活用希望の指定候補事業者には、選定後に補助金についての詳細

を案内します。 

 

５ 指定候補事業者選定手続 

⑴ 選定方法 

 ア 応募者が２者以下であった場合（圏域が重複する場合を除く。）は書類審

査を行い、適切と認められるときは、当該応募者を指定候補事業者として

選定します。ただし、応募書類の内容から事業所等整備及び事業運営が適

切に行うことができないと判断され、内容の補正が困難である場合は、指

定候補事業者として選定しません。 

  イ 応募者が３者以上あった場合（応募者が２者で圏域が重複する場合を含

む。）は、市職員及び外部委員で構成する選定審査会で審査を行い、その意

見を踏まえて、市長が指定候補事業者を決定します。 

⑵ 審査の方法 

  選定審査会での審査は、提出書類及びプレゼンテーションにより行います。

また、必要があれば現地調査等を行う場合があります。 

⑶ 審査の視点 

  選定審査会は、主として次に掲げる項目を総合的に審査します（実際の審

査の際は、更に詳細な審査票を用います。）。 

 ア 事業所整備・運営の趣旨及びサービス内容 

  イ 事業運営能力 

  ウ 応募者の安定性及び適確性 

  エ 事業所整備予定地の立地(既存のサービス基盤の整備状況等を考慮)及び

地域との関係 

  オ 事業所整備・運営計画の確実性（人員確保の方法・見込み等） 

  カ 事業所設備等 

  キ 収益事業以外での地域及び行政施策等への貢献（特に地域支援事業の支

え合いサービス事業の実施又は連携） 

  ク 事業運営に対する意欲・熱意 

  ケ 事業所整備、事業運営にあたっての環境への配慮 

  コ その他補助事業者として考慮すべき事項（併設事業等） 
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⑷ 審査・選定時期 

  ア 応募者が２者以下の場合（圏域が重複する場合を除く。）は、応募受付締

切後速やかに書類審査を行い、指定候補事業者を決定します。 

  イ 応募者が３者以上の場合（応募者が２者で圏域が重複する場合を含む。）

の選定審査会は、2024年９月上旬から中旬に開催し、審査後速やかに指定

候補事業者を選定する予定としています。 

⑸ 選定結果の通知・公表 

   選定結果について、速やかに全ての応募者にその結果を通知します。 

   同時に、選定した指定候補事業者の事業計画の概要を市のホームページに

掲載します。 

⑹ 選定の辞退・取消し 

  ア 指定候補事業者は、事業所等整備、事業者指定を受けることその他応募

の要件を満たすことが困難となった場合は、任意の様式により、速やかに

市に選定の辞退を申し出てください。 

  イ 指定候補事業者の選定後に当該指定候補事業者から辞退の申出があった

場合又は当該指定候補事業者に重大な問題が発生し、市が選定を取り消し

た場合は、次点の応募者を繰り上げて指定候補事業者とします。 

 

６ 応募手続 

 本公募に応募しようとする者は、次のとおり応募書類を提出してください。 

⑴ 受付期間  

2024年７月１日（月）から８月 16日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は除

き、時間は８時 30分から 17時までとします。 

⑵ 提出方法  

次の提出先まで持参してください（郵送等による提出は、受け付けません。）。 

豊岡市立野町１２番１２号 豊岡市役所立野庁舎２階 

豊岡市健康福祉部高年介護課高齢者福祉係 
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⑶ 応募書類・作成方法等 

書類内容 作成方法等 様式 

ア 公募申込書 

(ｱ) 空欄に必要事項を記入ください。 

(ｲ) 選択式の欄は、該当するものを○で

囲んでください。 

様式第１号 

イ 事業計画書 

(ｱ) 空欄に必要事項を記入ください。 

(ｲ) 選択式の欄は、該当するものの□に

☑を入れてください。 

(ｳ) 人員、設備、サービス内容（料金等

含む。）等について、選定後において、

利用者にとって悪化する内容に変更さ

れた場合は、選定を取り消すことがあ

りますので記載内容は十分精査してく

ださい。 

様式第２号 

ウ 事業実績書 

(ｱ) 所定の様式に記入してください。 

(ｲ) 介護保険法及び障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための

法律（障害者総合支援法）（平成 17 年

法律第 123 号）に基づく事業のみを記

入してください。 

(ｳ) 実施事業が 10を超える場合は、今回

応募する同種事業、豊岡市に近い場所

で実施している事業を優先し、上位 10

事業を記載してください。 

様式第３号 

エ 応募者概要 

(ｱ) 応募者の事業概要を紹介したパンフ

レット、総会資料その他応募者の概要

が分かるもの。既存の資料がない場合

は、応募者の概要を紹介する資料を作

成してください。 

任意様式 

オ 応募者の代表

者経歴書・研修修

了書の写し 

(ｱ) 所定の様式に記入してください。 

(ｲ) 基準省令に基づく指定小規模多機能

型居宅介護事業者の代表者の要件を満

たす者（予定を含む。）について記入し

てください。 

(ｳ) 基準省令に基づく厚生労働大臣が定

める研修（みなされる研修等を含む。）

を未修了の者については、経歴書に修

了予定と記載してください。 

様式第４号 

カ 応募者の資産

等財務状況が確

認できる書類 

(ｱ) 既設法人にあっては、過去２年間の

決算書類（貸借対照表、収支計算書、

損益計算書、財産目録等）。 

(ｲ) 法人新設予定の場合で、母体となる

法人、団体等がある場合は、当該母体

任意様式 
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の決算書類を提出してください。母体

となる法人、団体等がない場合は、資

本金（基本金）他資産の種目、額及び

調達方法の予定について記載した資料

を作成してください。 

キ 登記事項証明

書（履歴事項全部

証明書） 

(ｱ) 法人新設予定の場合で、母体となる

法人・団体等がある場合は、当該母体

の登記事項証明書を提出してくださ

い。母体となる法人、団体等がない場

合は、提出不要です。 

所定のもの 

ク 事業所整備予

定地の位置図、写

真（周辺含む）、

敷地内の建物配

置図及び平面図 

(ｱ) 位置図（地図）は、行政区（自治会）

内におけるおおよその場所が判別でき

る程度の縮尺のものとしてください。 

(ｲ) 写真の枚数は任意です。 

(ｳ) 平面図には、各室の（内法）面積を

表示してください。 

任意様式 

ケ 事業所整備予

定地、建物の登記

事項証明書（履歴

事項全部証明書）

及び当該確保状

況（見込）が確認

できる書類 

(ｱ) 応募者の自己所有の場合（法人新設

予定の場合の代表者所有を含む。）は、

登記事項証明書のみの提出で結構で

す。 

(ｲ) 貸借契約済みの場合は、契約書の写

し。 

(ｳ) 事業者選定後に取得又は賃貸借を予

定している場合には、現所有者からそ

の旨の確約書を取得してください。 

所定のもの 

 

任意様式 

コ 役員名簿兼誓

約書 

(ｱ) 所定の様式に記入してください。 

(ｲ) 法人新設予定の場合は、代表者及び

役員就任予定者について記入してくだ

さい。 

様式第５号 

  ※ 基準省令とは、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準」（平成 18 年厚生労働省令第 34 号）及び「指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」

（平成 18年厚生労働省令第 36号）を言います。 

⑷ 作成要領 

  ア 図面以外のものは、極力Ａ４判で作成してください。 

  イ 書類内容の番号順に綴じ、番号毎に仕切り紙を入れインデックスを付け

てください。 

  ウ 公的機関発行の書類は、発行日から３箇月以内のものとし、全て原本を

提出してください。また、決算書類には、原本証明を行ってください。 

  エ 提出部数は、各書類正本１部、副本１部（複写可）とします。 

⑸ 留意事項 

  ア 提出後の書類の修正は認めませんので、記入内容を十分精査のうえ提出

してください。また、指定候補事業者として選定された後に提出書類の主
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要部分に変更又は虚偽の内容が判明した場合は、選定を取り消し、指定を

しないことがあります。 

  イ 提出のあった事業計画等のうち個人情報に関係ない部分については、選

定時にホームページ等で公表することがあります。また、指定にあたって

の条件として付す場合がありますので実施可能な計画となるよう十分検

討のうえ提出してください。 

ウ 図面その他提出書類の作成に係る費用は応募者の負担とします。また、

提出された書類は返却しません。 

  エ 市が必要と判断した場合は、追加書類の提出を求めることがあります。 

  オ 市は、指定候補事業者として選定しなかった場合（指定を行わない場合

も含む。）でも、応募者が今回の応募に係る事業の準備のために要した経

費について一切補償を行いませんので、了知のうえ可能な範囲で準備を行

ってください。 

 

７ 質問の受付・回答 

 応募等に関して質問事項がある場合には、次の方法で受け付けます。 

⑴ 受付期間 

2024 年７月１日（月）から７月 24 日（水）までの間の８時 30 分から 17

時までとします。ただし、他の応募者に周知する必要がなく、応募受付期間

内に回答が可能な軽易な質問については、応募受付期間終了まで随時受け付

けます。質問受付期間終了後に他の応募者にも周知する必要があると市が判

断した質問には、回答しません。）。 

⑵ 質問の内容 

   いただいた質問には、事業計画（図面、設備状況等を含む。）の内容等につ

いて個別の指定基準への適合状況など選定審査の評価に影響する質問には、

回答できませんので「指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関す

る基準」及び関係通知等を熟読ください（一般的な基準内容については、質

問に応じます。）。 

⑶ 質問の方法 

  ア 原則として文書（持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール等）で行うものとし

ます。ただし、市が軽易な内容と判断した質問には、電話でも対応します。

また、持参以外の方法で質問した場合には、その旨必ず電話で連絡してく

ださい。 

  イ 質問文書の書式は自由とします。 
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⑷ 回答予定日・方法 

   回答は、2024 年７月 31 日（水）に市のホームページに掲載しますのでご

確認ください。ただし、市が急を要すると判断した質問には、随時回答しま

す。（豊岡市のホームページアドレス http://www.city.toyooka.lg.jp ） 

  なおホームページの閲覧が困難な場合はお知らせください。他の方法で回

答内容をお知らせします。 

 

８ 公募・選定・整備等に係るスケジュール  

時 期 内 容 

2024年７月１日（月） 公募（応募受付）開始 

2024年７月 24日（水） 質問受付締切 

2024年７月 31日（水） 質問への回答（ホームページ掲載） 

2024年８月 16日（金） 公募終了（応募受付締切） 

2024年９月上旬～中旬 
選定審査会開催 

指定候補事業者決定 

2024年 10月～ 

(補助金活用の場合)補助金交付申請→交付決定 

整備に係る入札→契約→着工 

事業所等整備工事、事業準備（人員確保等） 

 

 ※ 上記のスケジュールは、現時点での予定であり今後変更される場合があり

ますのでご了承ください。 

 

９ 問い合わせ先 

  豊岡市健康福祉部高年介護課高齢者福祉係 

電 話 0796-24-2401 

ＦＡＸ 0796-29-3144 

   電子メールアドレス kounenkaigo@city.toyooka.lg.jp 


